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中村警察署
052-452-0110

交番警察官の紹介
◎ 110番通報のポイント

110番をかけると、警察本部通信指令室につながります。係員が次の事項をお聞きしますので、

あわてず、あせらず、簡潔明瞭にお話しください。

① 何があったのか

事件なのか、事故なのか内容を簡単にお話しください。

② それは、いつなのか

何時ごろの出来事か、何分くらい前のことかをお話しください。

③ その場所は、どこなのか

現場の所在地や目標となるものをお話しください。

（道路標識の管理番号も目標の一つになります ）。

④ 犯人は、どうしたか

犯人の人数、人相、服装、何を利用してどこへ逃げたかをお話しください。

⑤ 被害の状況

けがの程度や盗まれたものをお話しください。

⑥ あなたの住所、氏名

ご自分の住所、氏名、電話番号などをお話しください。

気軽に相談して

ください！

ナンバーディスプレイのある電話機を使う
留守番電話機能の活用。非通知、知らない番号の電話には注意してください！

カード番号、口座番号、暗証番号は教えない！
警察、金融機関、役所などが電話でカード番号、口座番号、暗証番号を聞くこ

とはありません。

相手が警察官などを名乗っても、絶対に教えないでください！

焦ってお金を振り込まない、カードを渡さない！
電話、メールなどでお金の話が出た際は警戒を！

お金を振り込む前、カードを渡す前に、家族、知人、警察に相談してください。

身につけよう 交通ルールと ヘルメット

～自転車を安全に利用しよう～
自転車安全利用五則（令和４年11月１日改正）

１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用


